
19 国民健康保険事業の取扱い

１　国民健康保険税については、国民健康保険事業が健全で円滑な運営を確

保することができるよう、医療費等の動向を勘案し、その必要額を算出し　

た上で、平成１８年度から統一する。ただし、市町村の合併の特例に関す

る法律第１０条の規定を適用し、合併する年度は、現行のとおりとする。

２　保健事業については、次のとおり取り扱うものとする。

（１） 一日人間ドック事業については、合併時に再編統一し、自己負担額に

ついては、新市において速やかに再編調整する。

（２） ヘルスアップモデル事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

（３） その他の事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において随時

再編調整する。

３　成人病予防検診料助成事業については、合併時に廃止する。

４　無受診世帯表彰事業については、合併時に廃止する。

５　国民健康保険運営協議会については、合併時に再編統一する。

６　国民健康保険診療所については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

20 介護保険事業の取扱い

１　介護保険料については、現行のとおり引き継ぎ、次期介護保険事業計画

に基づいて、平成１８年度から統一する。

２　介護老人保健施設「わたつみ苑」については、合併時までに三豊総合病

院組合に譲渡する方向で検討する。

21 慣行の取扱い

１　新市の市章については、合併時までに選定し、新市において定める。

選定方法については、デザイン関係の専門知識を有する者が作成した図

案をもとに合併協議会において新市にふさわしい市章を選定する。

２　新市の花、木については、合併時までに選定し、新市において定める。

３　新市の市民憲章については、新市において定める。

４　新市のキャッチフレーズについては、合併時に調整する。

５　新市の都市宣言等については、新市において調整する。



６　１市２町の各種イベント等については、現行のとおり引き継ぎ、新市に

おいて調整する。

22 公の施設の取扱い

公の施設の設置・管理等については、原則として現行のとおり引き継ぎ、

新市において必要に応じて調整する。

23 その他（各種事務事業の取扱い）

23-1 広聴広報・情報公開関係

１　広聴広報

（１） 広報紙、ホームページについては、合併時までに調整し、新市におい

て新たに発行・作成する。

（２） 相談業務等については、合併時までに調整し、統一する。

（３） ケーブルテレビ放送については、合併時までに調整、統一し、オフト

ーク通信については、新市において調整する。

２　情報公開

情報公開については、合併時までに調整し、統一する。

３　個人情報保護

個人情報保護については、合併時までに調整し、統一する。

23-2 コミュニティ関係

１　自治会組織

（１） 自治会の区域、名称については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

（２） 連合組織については、統合できるよう調整に努める。

（３） 活動補助金については、委託事務等の見直しを図り、新市において速

やかに統一する。

２　地縁団体

地縁団体については、現行のとおり新市に引き継ぐ。




